
南三陸町水道事業経営戦略【概要版】 
令和８年年度～令和１６年度 

 

1．水道事業の沿革と経営戦略の趣旨                             

南三陸町は、平成 17年 10月 1日に旧志津川町と旧歌津町が合併して誕生した町で、

宮城県の北東部に位置し、農林水産業、水産加工業、観光業などを基幹産業として発展して

きた。 

 当町の水道事業は、旧志津川町水道事業が昭和 50年 4月、旧歌津町水道事業が昭和

48年 3月にそれぞれ創設認可を受け、更に旧歌津町上沢・樋の口簡易水道事業の創設認

可を平成 10年 9月に受けた後に、２町合併に伴う新規水道事業としての認可申請を機に、

簡易水道事業を上水道へ統合のうえ平成 19年 3月に創設認可を受けた。 

 認可の計画としては、計画給水人口 17,770人、計画給水量 10,580㎥/日で、これに基

づき水道事業を運営し、地区住民の公衆衛生・生活環境の向上、消防施設の拡充、更に産業

経済活動の基盤としてその役割を十分に果たしてきた。 

 しかし、平成 23年 3月 11日の東日本大震災による津波被害で、水道施設の主要４水源

（浄水場）が冠水・流失し、配水不能の状態に陥り町内全域で断水となった。全国からの応急

給水・仮復旧に係る応援を受け、同年９月に断水を解消し全給水区域への給水を開始した。

その後、平成 26年 2月に新たな水源による配水系統の見直しを伴う「南三陸町水道事業

復興計画」を策定し、計画給水量 8,000 ㎥/日とする水道施設の再編計画としました。令和

２年 3月には計画給水人口 12,600人、計画給水量 7,300㎥/日、水源を新戸倉水源、小

森水源、中在水源などとする認可変更を受けており、現在は復興工事を完了した。 

 一方、現在の日本は、世界の他の国が経験したことのないスピードで高齢化が進み、人口減

少も確実に進んでいることから、全国的に未曾有の人口減少社会を迎えている。 

 日本における社会インフラはその多くが高度経済成長期前後に建設され、水道施設もその例

に漏れず、管路をはじめとする施設の老朽化が叫ばれており、その計画的な更新及び中長期

的な財源の確保が大きな課題となっている。 

 このような全国的状況の中で、当町の水道事業の現状は、東日本大震災からの復興事業が

国庫補助金と特別交付税でほぼ全て財源手当てされた中で、１日でも早い復興を目指し関

係者が一丸となって事業を進めてきた。経営状況については、給水区域内で住宅や事業所の

再建が概成されるなど、復興が進んだことで安定した状況に回復してものの復興事業が終了

した後は、全国的な課題と同様に、老朽施設の更新に伴う財政需要、そして給水人口減少に

よる給水収益の減等の課題が重くのしかかる状況にある。 

 水道は、人々の生活や経済活動に欠くことのできない重要な公共サービスであることから、将

来にわたっても事業運営を安定的に継続することが可能となるよう、課題の解決に向けて、今

般、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定するものである。 

 

２．事業概要                                      
○事業の現況(令和 7年 3月 31日現在)                           

(1)給水 

事業開始年月日 平成 17年 10月 1日 計画給水人口 12,600人 

事業変更認可 令和 2年 3月 31日 

現在給水人口 11,220人 

有収水量 

1,348,866㎥ 

（令和 6年度） 

法適・非適の区分 全部適用 

有収水量密度 0.082千㎥/ha 

 

 

 

 

(2)施設 

 
 

(3)水道施設配置図 

 

 
 

 

 

 

 (4)配水系統図 

 

 
 

(5)各浄水場・浄水フロー図 

1)新戸倉浄水場 

 

 
 

 

 

水源 表流水1 地下水 4 

施設数 

浄水場設置数 5 

管路延長 247.56 ㎞ 
配水池設置数 16 

施設能力 8,654 ㎥/日 施設利用率 85.6％ 
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2)新戸倉浄水場 前処理(原水濁度が 1度を超えた場合) 

 
 

 

3)小森浄水場 

 
 

 

4)中在浄水場 

 
 

 

 

 

 

5)上沢浄水場 

 
 

 

6)米広浄水場 

 
 

 

(6)施設フロー図 

 
 

(7)水道料金について 

ア 水道料金は、基本料金制と従量料金制を組み合わせた料金体系としている。基本

料金及び従量料金は、それぞれ設置されている水道メーター口径や水量区分に応

じて下記の表のとおりである。 

基本料金(基本水量 10m3) 

 
超過料金(使用量 1m3につき) 

 
 

イ 水道料金の推移 

   平成 17年 10月 1日の南三陸町水道事業創設時における水道料金については、

旧志津川町、旧歌津町のそれぞれの水道料金表をそのまま各旧町域に適用した。

平成 19年４月 1日からは、基本水量を 10㎥とし、口径別従量逓増制の料金体系

へと改め、現在に至っている。 

 

ウ 水道料金の改定について 

   現在の水道料金体系に改められてから既に 18年が経過している。東日本大震災

により落ち込んだ料金収入も、震災前の給水収益 378,521千円（平成 21年度）と

比較すると、令和６年度実績で 306,292千円となり、震災前の 80.9％まで回復し

ているものの、給水人口が震災前の 17,071人（平成 21年度）から 11,220人（令

和６年度）と年々減少しており、今後の給水人口増加は見込めないため、震災前

の給水収益に回復することは困難な状況である。 
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(8)組織について 

令和 7年 3月 31日現在、管理者の権限を行う町長のもと、水道事業を統括する上下

水道事業所長を所属長に上水道係を置き、そこに４人の係員を配置している。 

 現状では、水道事業の経営的業務を行いつつ、東日本大震災により壊滅的な被害を

受け再建した水道施設と共に被害を受けていない施設の維持管理に努めているところ

である。 

 上下水道事業所長と上水道係長、係員のうち 3名は町正規職員等である。 

 水道工事の特性として他事業（道路・河川・漁港等）と同じ場所で施工する場合、

この他事業の工事進捗に影響を受けやすい。施工順序として他事業の最終工程に合わ

せる必要があるため、一部の工事について期間内の完了が非常に難しい状況である

が、懸命に取り組んでいるところである。 

 東日本大震災に伴う復興事業が完了したため、派遣職員等の配置は無くなり、残る

正規職員で老朽施設の更新事業等を行うこととなるが、現在の組織体制を将来のため

の水道料金の改定業務や老朽施設の更新事業などを考慮した必要最低限の人員・組織

体制を再構築していく必要がある。 

 

組織体制図(令和 6年度) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの主な経営健全化の取組み                 

(1)民間活用について 

1)包括的民間委託 

当町の水道事業については、他の事業体と同様、管路をはじめとする施設の老朽化

による更新需要の増大、給水人口の減少や節水器具の普及による給水収益の減少によ

り将来的な経営が非常に厳しい状況となっている。 

 さらに、組織としても行財政改革に伴い、管路の布設、維持管理業務に従事する技

術職の水道職員を確保することが決して十分とは言えない状態である。このようなこ

とから、時代ニーズに的確に対応した事業運営が必要であり、経済性・効率性、サー

ビスの質の向上を図り、経営改革を推進するため包括的な民間委託を行ってきたとこ

ろである。 

 

 

2)これまでの経緯 

ア：第 1回目の包括的民間委託 

・契約期間：平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日（5年間） 

・委託内容：メーター検針・維持管理、料金賦課収納、給水開始・休止等窓口業務、

漏水調査・修繕、水道施設運転維持管理、給水装置工事申請受付等、水質検査（毎

日検査、全項目検査等） 

・契約金額：373,143,921円（税込） 

イ：第 2回目の包括的民間委託 

・契約期間：平成 26年 4月 1日～平成 31年 3月 31日（5年間） 

・委託内容：メーター検針・維持管理、料金賦課収納、給水開始・休止等窓口業務、

漏水調査・修繕、水道施設運転維持管理、給水装置工事申請受付等、水質検査（毎

日検査、全項目検査等） 

・契約金額：513,484,426円（税込） 

ウ：第 3回目の包括的民間委託 

・契約期間：平成 31年 4月 1日～令和 4年 3月 31日（3年間） 

・委託内容：メーター検針・維持管理、料金賦課収納、給水開始・休止等窓口業務、

漏水調査・修繕、水道施設運転維持管理、給水装置工事申請受付等、水質検査（毎

日検査、全項目検査等） 

・契約金額：378,350,000円（税込） 

エ：第 4回目の包括的民間委託 

・契約期間：令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日（5年間） 

・委託内容：受付、賦課及び調定、収納、滞納整理、検針、給水開始・休止窓口、漏   

水調査及び修繕、日常点検、施設の運転、施設の保守点検、施設の環境整備、給水

装置工事、メータ―器の交換、水質管理 

・契約金額：683,364,000円（税込） 

 

3)業務量の増加に伴う委託料の上昇 

平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日（5年間）単年度当り 74,629千円 

 

平成 26年 4月 1日～平成 31年 3月 31日（5年間）単年度当り 102,697千円 

 

平成 31年 4月 1日～令和 4年 3月 31日（3年間）単年度当り 126,117千円 

 

 これまで業務委託の契約を更改する都度、業務量の増加や物価の状況に併せて委託

料が上昇する状況であった。今後の更改においても東日本大震災で被災した浄水場が

更新され、浄水方式の変更による保守点検箇所数は増加しており、また、物価高騰が

解消されない現下の社会情勢において適正なサービス水準を確保するためには、一定

の金額の上昇は避けられないと考えられる。 

 

4)これからの民間活用(民間委託)について 

今後は、更なるマンパワー不足が懸念されことから、専門的な知識を有する民間事

業者に対する委託の範囲を広げる検討が必要だと考えられる。また、現在の水道事業

の包括業務委託は水道技術管理者の資格を持った水道職員の管理下にあるが、将来の

水道事業の状況によっては、受託者に水道技術管理者の有資格者がおり、同者の責任

範囲が広い「第３者委託」を検討する必要がある。 

 

 

(2)広域化について 

宮城県では県内の市町村及び企業団における水道事業の経営健全化を図ることを目

的に、広域連携等を含めた具体的な方策を検討するため、宮城県水道事業広域連携検

討会を平成 31年 1月に設置している。 

また、令和５年３月には宮城県で「宮城県水道広域化推進プラン」を策定し、継続

的・段階的に広域化のプロセスを進めていくものとしており、当町では、前述した広

域連携検討会に参加しつつ、コスト縮減に繋がる業務や効率化が期待できる業務を中

心に、業務の広域化を進める予定としている。 
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○経営比較分析表(令和 5年度決算)を活用した現状分析              

経常収支比率は 100％を下回り、累積欠損金比率も増加傾向にあるため、費用削減

を含めた経営改善が必要である。流動比率は再び 100％を下回り、資金状況は厳しさ

を増している。企業債残高対給水収益比率は震災復旧後に減少したが、老朽管の更新

で上昇した。給水人口と有収水量の減少により料金回収率は悪化し、給水原価も上昇

している。類似団体に比べ依然として低いため、健全化と効率化に努める。 

 施設利用率は高水準を維持し、有収率は老朽管更新により 70％を超えたが、さらな

る向上を目指す。老朽化対策として震災後の施設再構築により減価償却率は低いが、

管路経年化率は上昇傾向にある。災害復旧工事後は国の補助を活用し、管路の耐震化

を進める。

 
３．将来の事業環境                      
○行政区域内人口                               

 行政区域内人口は、南三陸町アセットマネジメント報告書（令和 6年 3月）におい

てすでに推計したデータがあり、それを基に実績人口を考慮して推計を行った。推移

結果から、5年間隔の途中年次の推計を直線補間で求めると下表のようになり、コー

ホート要因法による将来の行政区域内人口は、目標年次(令和 24年度)で

7,681≒7,700人となる。 

 

○給水人口の推計                               

給水区域内人口の推計は、推計した行政区域内人口のすう勢人口増減比を乗じて給

水区域内人口とした。また、給水人口は給水普及率を給水区域内人口に乗じて算出す

るが、目標年度令和 24(2042)年度に 100％となるようにし、中間年度を直線補完して

算出した。 

給水区域内給水人口は、以下のとおりとなった。 

 
 

○有収水量の推計と料金収入の見通し                               

有収水量の推計結果は、以下の通り。 

 
 

○給水収益の推計                                

給水収益は、推計した有収水量に過去 5 年間の供給単価を乗じて推計する。 

※供給単価とは……給水収益（税抜）÷有収水量（㎥）で計算され、１㎥当たりの水

道料金収入を表す 

過去 5年間の供給単価 

 
令和 7年度から令和 16年度までの給水収益の推計は以下のとおり。 

 
 

○組織体制の見直し                                

復興事業完了後は、経営的な業務を担う職員（事務系）３名、管路等の更新工事や

維持管理を担う職員（技術系）２名の５名体制とする。 

 
○施設の現状と見通し                                 

現在、主要な施設は復興計画に基づき整備を完了している。当初、一日最大給水量

を 8,000 ㎥/日の施設計画を立てたが、水需要予測の結果、計画給水量が 7,300 ㎥/

日となり、これに基づき復興計画における施設計画も下方修正を行った。 

 施設の現状としては、東日本大震災以前の施設から水源を含めて大幅に変更されて

いる。最も大きな配水量を担う施設として、戸倉水系浄水場を新たな水源の浄水場と

して整備し（以下「新戸倉浄水場」という。）浄水方法を塩素滅菌処理のみから、紫外

線照射と原水濁度上昇時の急速ろ過方式にて浄水処理している。この新戸倉浄水場に

ついては、戸倉地区のみならず、志津川地区そして歌津地区へも常時、配水を行って

いる。 
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 新戸倉浄水場の供用開始に伴い、志津川・入谷水系の浄水場として機能していた助

作浄水場を廃止した。 

また、入谷水系に向けた小森浄水場、歌津地区には中在浄水場を整備して配水を行

っている。 

 一方、総延長 247km に及ぶ管路は、布設から 40 年以上経過した管路が 45km 以

上残っており、耐震性を持たない管種であることから、更新（布設替）の必要性が高

まっている。 

 

○固定資産の状況                                 

固定資産全般に言えることは、固定資産取得額のピークは当然水道創設時にあるこ

とと、東日本大震災後の復興事業が本格化した平成 26年度あたりから急激に増加して

いることである。 

 令和 5年度末の有形固定資産額は取得価額 174億 7,004万円（うち償却未済固定資

産額は 121億 2,441万円）となっている。（次頁の表及びグラフ参照） 

 平成 23年度から令和 2年度までの 10年間における東日本大震災の復興事業に伴う

有形固定資産取得額は、全体の６割にも及んでいる。 

 小森浄水場、新戸倉浄水場、中在浄水場を新たに建設し運用開始している。また、

被災した配水管の布設替や、新戸倉浄水場から歌津地区へ配水するための新たなルー

トの送水管の布設などにより、かなりの施設が更新されている。 

 今後は、さしあたって、施設の大規模な更新は必要なくなったものの、残された小

さな浄水場や石綿管などの老朽管更新が残っていることから、当面これらの建設改良

を行っていくことになる。 

 これだけ大きな固定資産を持つことによる減価償却費や除却費の増大が懸念される

こともあり、施設の縮小や統廃合についても検討していくことが必要になる。 

 

 
 

 

４．経営の方針                        
○基本目標と基本施策                               

当町の水道事業の現状に鑑み、将来の経営を見据え、更には東日本大震災を教訓と

し、「命の水」を「安全・安心」、「持続的」、「効率的」に供給するため、経営の基本方

針として次の３つの基本目標、取り組むべき施策を定めるものとする。 

 

① 安全な水道 ～いつ飲んでも安全で信頼される水道～ 

  ・水安全計画の策定 

  ・厳格な水質管理と水質検査体制の確保 

  ・新たなまちづくりに対応した水運用 

② 強靭な水道 ～災害に強く、たくましい水道～ 

  ・危機管理マニュアルの策定 

  ・老朽管路の更新・耐震化（石綿セメント管等の更新） 

③ 持続可能な水道 ～健全かつ安定的な事業運営が可能である水道～ 

  ・職員研修の推進と水道技術の伝承 

  ・健全経営の確保（適正な水道料金・体系のあり方の検討） 

  ・効率的な水道システムの構築（自然流下等エネルギーの効率化） 

５．投資・財政計画(収支計画)                       
○収益的収支について(税抜)                           

①水道事業収益 

 有収水量については、水需要予測により算出した推計値を用いた。 

水道料金収入については、過去５年間の供給単価の平均を算出し、それに有収水量

を乗じて推計した。また、計画期間内での計上損益の黒字を維持するため、令和１０

年度に水道料金を１５％値上げする条件により推計した。 

営業外収益の長期前受金戻入は、既に確定している令和 5年度までの分に、将来の

新規増加分をそれぞれ計算のうえ加算して推計した。 

②水道事業費用 

 配水及び給水費及び総係費のうち大部分を占める水道業務委託料は、令和 6年度の

予算額に物価上昇を加味して推計した。 

 総係費人件費は令和 6年度の予算額に賃金上昇率を加味して推計し、減価償却費は

既に確定している令和 5年度までの分に、将来の新規増加分をそれぞれ計算のうえ加

算して推計した。営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費については、既往債分の

利息に令和 6年度以降の起債借入分の利息を加算して推計した。 

 

○資本的収支について(税込)                          

①企業債 

年間で管路及び機械設備の維持更新に 150,000千円がかかると見込み、その財源と

して、事業費の 3分の 2である 100,000千円を令和 7年度以降新規で借り入れる推計

とした。 

②他会計補助金 

 上記管路及び機械設備の維持更新にかかる 150,000千円のうち、4分の 1を国庫補

助金として推計した。 

③建設改良費 

 建設改良費は、管路及び機械設備の維持更新費用を見込んでいる。財源は企業債と

国庫補助金とする。 

④企業債償還金 

 既往債分の元本償還金に令和 6年度以降の起債借入分の元本償還金を加算して推計

した。 
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６．経営戦略の事後検証、改訂等に関する事項                       
毎年度、経営戦略と実績の比較を行い、5年を目途に適切な事後検証を行うほか、

計画と実績に大幅な乖離が生じた場合及び方針や施策の大幅な変更がある場合には、

随時計画の見直しを行うものとする。 
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長
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益
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工
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収
益

そ
の

他

営
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支
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利
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そ
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う
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比
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